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１【提出理由】

平成29年６月23日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社 普通株式 １株につき 金５円

　総額　631,949,070円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月26日

 
第２号議案　株式併合の件

イ　株式併合の割合

　　　当社普通株式について、５株を１株に併合いたします。

　ロ　株式併合の効力発生日

　　　平成29年10月１日

　ハ　効力発生日における発行可能株式総数

　　　59,200,000株

 
第３号議案　定款一部変更の件

公告方法を電子公告へ変更するとともに、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができな

い場合の公告方法を定めるため、並びに株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を59,200,000株へ減少させる

ため、及び単元株式数を1,000 株から100 株に変更するため、定款の変更を行うものであります。

 
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、小橋鴻三を選

任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並　びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 101,407 99 0 (注)１ 可決(98.293％)

第２号議案 101,357 150 0 (注)２ 可決(98.243％)

第３号議案 101,292 215 0 (注)２ 可決(98.180％)

第４号議案

水　野　　明　人

加　藤　　昌　治

山　本　　睦　朗

福　本　　大　介

小　橋　　鴻　三

 

67,405

71,748

74,960

74,943

77,033

 

34,102

29,759

26,547

26,564

24,474

 

0

0

0

0

0

(注)３

 

 

 

 

 

 

可決(65.334％)

可決(69.544％)

可決(72.657％)

可決(72.641％)

可決(74.666％)
 

 
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものの集計に

より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛否の確

認ができていない議決権の数の一部を集計しておりません。
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